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第１回 小樽商科大学 役 員 会 議事要旨

日 時：平成１８年６月２０日（火）１３：００から

場 所：学長室

出席者：秋山学長，山本理事（総務担当副学長 ，和田理事（教育担当副学長 ，） ）

中村理事（非常勤）

欠席者：なし

（ ） （ ）議題１ 平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書 案 について 資料１

学長から，平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書について国立大学法人評

価委員会の評価を受けようとするときは，各事業年度の終了後三月以内に提出することと

なっており，国立大学法人評価委員会に６月末日までに提出することとなる。また，本件

については，６月１４日開催の目標計画委員会で了承されている旨，説明があり，和田理

事から説明の後，審議願いたい旨発言があった。

次いで和田理事（目標計画委員会委員長）から，配付資料１に基づき報告書案作成まで

の過程を説明の後，学長から，配付資料１のとおり提案があり，審議の結果，原案のとお

り承認された。

なお，学長から，平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，配付資

料１のとおりとすることとし，記載内容の経営に係る部分については，本日開催の経営協

議会に，経営に係る部分以外は，６月２１日開催の学部・大学院合同教授会の議を経て教

育研究評議会に附議する旨発言があった。

議題２ 平成１７事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書（案）について

（資料２－１～２－５）

学長から，国立大学法人法により，毎事業年度，財務諸表を作成し，財務諸表を提出す

るときは，当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え，並びに監事及び会計監査人

の意見を付し，当該事業年度の終了後三月以内に提出することとなっており，文部科学大

臣に６月末日までに提出しなければならない。事務局から説明の後，審議願いたい旨発言

があった。

次いで事務局（財務課長）から，配付資料２－１から２－５に基づき説明の後，学長か

ら，平成１７事業年度財務諸表及び事業報告書，決算報告書について提案があり，審議の

結果，原案どおり承認された。
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議題３ 平成１９年度概算要求について（資料３－１，３－２）

学長から，平成１９年度概算要求については，学内照会を行い，配付資料３－１のとお

り各学科等から要求があり，配付資料３－２のとおり要求事項の絞り込みを行った。要求

事項の概要について事務局（財務課長）から説明の後，学長から，平成１９年度概算要求

について提案があり，審議の結果，原案どおり承認された。

なお，学長から，本件については，本日開催の経営協議会に附議し，審議を踏まえ最終

結論を出す予定である旨発言があった。

報告事項１ 第１回～第４回教育研究評議会について

学長から，教育研究評議会（第１回～第４回）の審議・報告事項のうちから 「国立大，

学法人小樽商科大学公益通報者保護規程の制定 「経営協議会学外委員の新任」につい」，

て報告があった。

その他

次回の開催日程について

学長から，次回の役員会は，開催する場合に改めて通知する旨発言があった。


